
船舶事故等調査報告書 

平成２７年１１月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１５横第５４号 

事故等種類 衝突（橋脚） 

発生日時 平成２７年５月４日 １１時３０分ごろ 

発生場所 東京都江戸川区西瑞江の新中川に架かる新今井橋の橋脚 

 相之川四等三角点から真方位２９６°６５０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°４０.９８′ 東経１３９°５３.１７′） 

事故等調査の経過 平成２７年５月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート Gretsch
グ レ ッ チ

、５トン未満（長さ６.７９ｍ） 

 ２３０－１８１３２東京、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 船首に破損 

橋脚 なし 

係留中の屋形船 外板に亀裂 

 事故等の経過  本船は、船長１人が乗り組み、新中川を上流の係留場所に向けて北

進していた。 

船長は、本船の船尾に座り、左手で船外機のスロットを握って操船

していたところ、平成２７年５月４日１１時３０分ごろ新今井橋の橋

脚に衝突した。 

 本船は、橋脚に衝突した後、付近に係留中の屋形船に接触した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風力 ３ 

水象：川面 平穏 

 その他の事項  船長は、新今井橋の手前で、２本の橋脚を確認し、橋脚から約１０

ｍ離すつもりで航行していたが、川岸の景色を見るなど、よそ見をし

ていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、新中川を北進中、船長が、川岸の景色を見ていて前方の見

張りを適切に行っていなかったことから、新今井橋の橋脚に衝突し、

その後付近に係留中の屋形船に接触したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、新中川を北進中、船長が、川岸の景色を見てい

て前方の見張りを適切に行っていなかったため、新今井橋の橋脚に衝



突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・河川を航行する場合は、船舶や橋脚の位置、可航幅などに注意し

て航行すること。 

 


